
（普通徴収用）

　

◎住民税非課税世帯(第1～第3段階)において公費を投入し、介護保険料を軽減しています。

第１段階（基準額×0.285）
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第２段階（基準額×0.485）

３８,４８４円

80万円以下

80万円を

超えている

120万円を

超えている
第３段階（基準額×0.685）

５４,３５４円

第４段階（基準額×0.83）

６５,８５９円

第５段階（基準額×1.00）

７９,３４８円

第６段階（基準額×1.20）

９５,２１８円

第7段階（基準額×1.30）

１０３,１５３円

第８段階（基準額×1.50）

１１９,０２２円

第９段階（基準額×1.70）

１３４,８９２円

第１０段階（基準額×1.90）

１５０,７６２円

第１１段階（基準額×2.10）

１６６,６３１円

第１２段階（基準額×2.30）

１８２,５０１円

第１３段階（基準額×2.40）

１９０,４３６円

80万円以下

80万円を

超えている

120万円未満

120万円以上

210万円未満

210万円以上

320万円未満

320万円以上

420万円未満

420万円以上

520万円未満

520万円以上

620万円未満

620万円以上

720万円未満

720万円以上
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＋
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が

介護保険はみなさんで

支え合う大切な制度です。
保険料は大切な財源です。

介 護 保 険 料 の 決 め 方

介護保険料は、４０歳から６４歳までは加入されて
いる医療保険の保険料に介護保険分を加えて納入

されていましたが、６５歳になられた月から紀北広域

連合に納入していただくことになります。

６５歳以上(注)の人の介護保険料は、前年度所

得が確定する６月以降でなければ決まりません。

このため４～７月に仮徴収が先に行われ（１期・

２期）、８月に保険料が決まることになります。

（３期～６期） ※６５歳になられた年度では事

務処理上、仮徴収が行われず、８月に介護保険料

が決定する場合があります。また、年度の途中で

６５歳になられた人は、６５歳になられた日の属

する月より月割りにて算定されます。

介護保険は４０歳以上の皆さんに納めていただ

く保険料と公費を財源に運営しています。財源が

不足すると、必要な介護サービスを十分に揃えら

れなくなる事もあります。誰もが安心してサービ

スを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。

(注)法律上６５歳の誕生日の前日が、６５歳到達日に

なります。『年齢計算に関する法律（民法１４３条（暦に

関する法律)を準用）』を根拠としています。≪例：４月

１日生まれ→３月分から算定≫

収入からそれぞれの必要経費（給与の場合は給与

所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除

額等）を差し引いた金額と、土地建物等や株式の譲

渡に係る分離課税所得の合計で「基礎控除」「配偶

者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」「医療費控

除」などの所得控除をする前の金額です。

(※)合計所得金額とは



　○お申し込み
　　金融機関・郵便局※、または各役所（場）、広域連合の窓口に
　　口座振替依頼書があります。

　○必要なもの
　　引き落としを希望する口座の通帳、その通帳の印鑑
　○口座振替取扱金融機関　　[順不同]
　・三十三銀行　・紀北信用金庫　・百五銀行
　・伊勢農業協同組合　・東日本信用漁業協同組合連合会　　

　・ゆうちょ銀行又は郵便局

　○各期別の納期限および口座振替日について
　介護保険料の納め方は、年金額等に応じ普通徴収(納付書払い
および口座振替)と、特別徴収(年金天引き)の２種類があります。

特別徴収の対象となる人 普通徴収の対象となる人

＊老齢(退職)年金、障害年金及び ＊老齢(退職)年金、障害年金及び

　遺族年金が年額18万円以上の人 　遺族年金が年額18万円未満の人

ただし、次の条件に当てはまる方は普通徴収となります。

・令和６年度の途中で６５歳(第1号被保険者）になった人

   （年金を支給されはじめてもすぐに年金から天引きされません。)

・令和６年度の途中で他の市町村から転入した人

・令和６年度の途中で所得段階が変わった人

・年金の現況届の提出が遅れた人

・年金を担保にお金を借りている人

　保険料を滞納していると、滞納期間に応じ介護サービスを利用する

＜「年度」と「年」の違いについて＞ 際に利用者負担が引き上げられる場合があります。また、滞納してい

「年度」・・・当年４月より翌年３月まで る日数に対し規定の年率で延滞金が加算されることがあります。

「年」　・・・当年１月より当年１２月まで　となります。
確定申告などで用いられる金額は「年」での計算になりますので、
「年度」で表記してある介護保険料と差異が出ることがあります。 介護保険料を納めていただく人です。

（普通徴収）

23% … 65歳以上の人の保険料 ※郵便振替をご希望の際には、別途専用書類での手続きが必要となります。

＜保険料の納め方（普通徴収）＞
「納入通知書兼領収証書」の納期に基づき、介護保険料を金融機関、

各役所（場）、紀北広域連合で納めて下さい。また、口座振替でも
保険料を納めることができますのでお問い合せ下さい。
◇保険料の口座振替について

介護保険負担割合内訳

27% … 40歳～64歳の人の保険料

50% … 公費（国、県、市町の負担分）

期　　別 口 座 振 替 日
令和６年度 １期 令和６年 4月30日 令和６年 4月25日

令和６年度 ２期 令和６年 7月 1日 令和６年 6月25日

納　期　限

令和６年度 ３期 令和６年 9月 2日 令和６年 8月26日

令和６年度 ４期 令和６年10月31日 令和６年10月25日

◎納期限および口座振替日について…納期限は年に6回年金支給月の月末と
定められています。また、口座振替日は偶数月の25日となり、該当する日
が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日となります。

＊この通知が送られてきた人は納付書または口座振替にて

令和６年度 ５期 令和６年12月27日 令和６年12月25日

令和６年度 ６期 令和７年 2月28日 令和７年 2月25日

50％

23％

27％

この部分を65歳以上の
みなさんで負担します。

介護保険料の納め方

介護保険料を納めないでいると

介護保険の財源構成について

除」などの所得控除をする前の金額です。


